
  

                      春季休業中の生活について   

                                                                石部高等学校 生徒指導課 

 

 

 新型コロナウイルスの影響で休校となり、日常の学校生活から解放された気のゆるみから、生活

リズムが崩れないようにしてください。また、事故や病気になったり、問題行動を起こしたり、巻

き込まれたりしないよう注意してください。また高校生としての自覚を忘れることなく規則正しい

生活を心がけ、元気に新学期を迎えられるようにして下さい。 

 

◆基本的生活習慣について 

   ①起床・就寝、学習、部活動など計画的で規則正しい生活を送ること。 

   ②これまでの学校生活を反省し、４月以降の学習への基礎づくりに努めること。 

  ③健康管理に留意し、暴飲暴食、睡眠不足などから体調を崩すことのないように気をつけること。 

    ④不要不急の外出を控え、部活動で外出するときは、常にウイルス感染への対策を行い、節度あ 

   る態度と行動を心掛けること。 

 

◆非行・問題行動の防止について 

 

 「警察と学校との連絡制度」によって、警察に補導された場合は、家庭と学校へ連絡され 

   ます。自らの行動に責任を持ち、非行や問題行動のない有意義な春休みを送って下さい。 

 

次にあげられている行為を行ったり、巻き込まれたりすることがないようにする。 

  ①犯罪行為（刑法犯罪として法律で罰せられる行為） 

 

   窃盗・万引き、傷害・暴力、金銭強要・恐喝、性犯罪、薬物乱用・シンナー吸引等 

 

  ②不良行為（非行として補導の対象となる行為） 

 

   飲酒・喫煙、不健全娯楽（パチンコ、成人向け映画・ビデオ、風俗店への出入り） 

  無断外泊、不良交友、不純異性交遊、性風俗産業や出会い系サイトなどへの関わり、 

  深夜徘徊（午後１０時以降の外出） 

 

  ③校則違反となる行為（特別指導の対象となる行為も含む） 

 

    バイク免許証の取得、バイク乗車・同乗（高校ＰＴＡ連合会の３ない運動の厳守）、 

  頭髪の染毛・脱色・加工（４月９日・火に頭髪検査を行います） ・無許可アルバイト 

 

 

◆登校・外出について 

  ①特別な理由や部活動などで校舎を使用する場合には、担任または顧問の指導のもとで使用するこ 

   と。また、登校する場合は、制服または体操服（クラブジャージ可）を着用すること。 

  ②頭髪違反での部活動、補習その他の学校行事への参加は認めない。 

  ③外出時には、行き先を必ず家の人に告げ、常時生徒手帳（身分証明）を携帯すること。 

  ④深夜徘徊（２２時 ～ ５時の外出で補導の対象となる）や無断外泊はしないこと。 

 



◆アルバイトについて 

 

   本校ではアルバイトは原則として禁止です。無許可アルバイトは、特別指導の対象となります。 

 

  ①但し、やむを得ない特別な事情がある場合には、担任を通じて生徒指導課に届け出ること。 

  ②特別な事情のある場合でも、学業成績や生活態度に問題のある場合は許可しない。 

  ③特別な事情のある場合でも、就業期間が休業期間の１／２以上におよぶ勤務は許可しない。 

 ④すでに許可を得ている者は、春休み明けに「報告書」を提出すること。 

  

◆旅行・キャンプなどの校外活動について 

不要不急の外出は極力控えること。 

個人やグループでの活動については、所定の手続きをし、必ず学校の許可を得ること。 

  ①校外活動については、担任と十分に相談の上、早めに計画を立て「旅行等届け」を生徒指導課に 

 提出し、許可を得ること。 

  ②グループで旅行やキャンプなどの活動を行う場合は、教員・保護者などの責任の持てる指導者の 

   付き添いを必要とする。 

 

◆交通安全について 

   交通事故の防止に留意し、交通法規を遵守し、交通安全に努めること。 

  ①高等学校ＰＴＡ連合会の自主規制の「３ない運動」の趣旨を尊重し、バイク・自動車の  

 運転や免許の取得は禁止する。 

  ②交通法規と交通マナーを遵守し、自転車における「傘差し運転」「２人乗り」「無灯火」「並 

 進走行」などの違反行為がないようにする。 

  ③事故に出合ったり、起こしたりした時は、速やかに警察と学校に届けること。 

 

 ◆保護者の方へのお願い 休業中は友人などと出かけることも多くあると思われるます。必ず 

 行き先など確認をし、事故犯罪などに巻き込まれたり、巻き込んだりすることのないように、 

  家庭でもお子様の見守りをお願いいたします。また休業中にお子様の悩みや変化に気づかれ 

  た際には、学校もしくは相談窓口へ連絡をお願いいたします。 

                                                                        な や み い おう 

 ２４時間子供ＳＯＳダイヤル ０１２０－０－７８３１０ 

     各教育委員会等によって運営されている､全国共通ダイヤルです。 

 

◆その他 

  ①各種証明および許可証等の発行願ならびに提出は、実施１週間前（土日は除く）に行うこと。 

  ②インタ－ネット・携帯電話を使用しての犯罪が増加していることから、その使用について十分注 

  意すること。問題が生じた時には、警察か学校に連絡すること。 

 学 校 代 表 番 号     0748-77-0311 
(月～金 8:30～17:00) 

学校の番号（１年）     0748-77-0314 

 学校の番号（２年）     0748-77-0315 学校の番号（３年）     0748-77-0317 

＊休日中に事故や事件に遭った場合は、休日があけてから速やかに学校に連絡をすること。 

 


